
 

 
 

 

 
 

 

 

 

「新はつらつ職場づくりキャンペーン」の実施 
～働き方の新しいスタイルを目指して～ 

 

岐阜労働局（局長 畑 俊一）は、「新はつらつ職場づくり宣言」を推進するために１１月を

「新はつらつ職場づくりキャンペーン」として集中的な啓発・支援等を実施します。 
「新はつらつ職場づくり宣言」は、平成２９年度から公益社団法人岐阜県労働基準協会

連合会の協力を得て、職場において誰もが健康ではつらつと働くことができる職場環境づく

りについて労使が協力して宣言を行い、その宣言を当局に登録するものです。 
なお、宣言登録から３年を経過している事業場については、２度目の宣言登録を行うこと

ができます。 
特に、今年度は新型コロナウィルス感染症の影響により労務管理、勤務体制の見直しが

なされるなど働き方の新しいスタイルの構築が進められています。 
当局では、働き方の新しいスタイルの構築のために下記支援を行っています。 

 
【主な支援】 
《働き方・休み方改善コンサルタントの派遣》 
 職場での労働時間等の改善や年休取得等についてコンサルティングを実施し、改善プランの作成を行

います。 
《新はつらつ職場づくりセミナー》 
 新はつらつ職場づくり宣言事業や働き方改革の推進に関する各種制度等の普及を図ることを目的とし
て、セミナーを開催します。 
 今年度は、令和 3 年 1 月 14 日、岐阜市文化センターにて開催します。 
《助成金》 
 働き方改革推進支援助成金 職場意識改善特例コース 
  新型コロナウイルス感染症対策の１つとして特別休暇制度を導入するための取組費用の一部を助成
(助成率３／４など)します。【助成上限額：５０万円】 
《ぎふ働き方改革推進支援センター》 
 「ぎふ働き方改革推進支援センター」では、With コロナ時代を踏まえた働き方改革に向けて、無料のワ
ンストップ相談窓口を開設しています。 
   支援内容 常駐相談、個別企業訪問、働き方改革に関する講師派遣  
 
【添付資料】 

別紙１ 「新はつらつ職場づくりキャンペーン」の概要 
   別紙２ 新はつらつ職場づくり宣言リーフレット 
   別紙３ 働き方・休み方改善コンサルタント 
   別紙４ 「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内 
   別紙５ ぎふ働き方改革推進支援センターのご案内  
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「新はつらつ職場づくりキャンペーン」の概要 

 

１ 目的 
   毎年 11 月を「新はつらつ職場づくりキャンペーン」期間と位置付け、同期間を中心

に新はつらつ職場づくり宣言事業の趣旨に合致した諸行事を行い、はつらつ職場づく
りに向けた集中的な啓発・支援等を実施する。 

 
２ 実施項目  

（１）各種要請活動、周知・広報の実施 
     管内企業・事業場、労使団体、関係機関・団体、地方自治体等に対して、各種

要請及び周知・広報活動を集中的に実施する。 
 

（２）「新はつらつ職場づくりセミナー」の開催 
     キャンペーン期間を中心に、新はつらつ職場づくり宣言事業や働き方改革の推

進に関する各種制度等の普及を図ることを目的として、「新はつらつ職場づくり
セミナー」を開催する。 
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